
 
 
 
 
 

１月７日  上野で新春女性宣伝行動 
５３名が参加し 署名が６５筆 

 新春１月７日、婦団連・新婦人の会・全労連女性部の 3 団体の呼びかけで、上野駅公園口にて「新春女性宣伝行動」が行

われました。判決を 3 月 29 日（パイロット）と 3 月 30 日（客乗）に控え、裁判所への公正な判決を求める署名への協力を訴

え、ビラを配布しました。家族連れの方が多い中、たくさんの方に関心を持っていただき、用意した 500 枚のビラも 30 分で配

り終わってしまいました。宣伝行動には 53 名が参加しました。 

 

 

写真左：原告 宍戸さん 

写真中央：原告団長 内田さん 

写真右:婦団連事務局長 榎本さん 

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判決は３月２９日（乗員）３月３０日（客乗）です。

公正な判決を求める署名に多くの方のご協力をお願い

致します。 
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解雇の不当性をアピールするとともに 

公正な判決を求めて、署名を呼びかけました 

「頑張って下さい」の励ましの言葉

に、６５筆の署名も頂きました 

新婦人から１５００筆を超

える署名を頂き、大きな力を

得ました 

訂正とお詫び：12 月 28 日付 JAL 不当解雇撤回ニュ

ース 105 号で、昭和シェル労組書記長の名前が間違

っていました。正しくは「倉知書記長」です。訂正

の上、お詫び致します。 


